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事案の概要

　本件は、特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。
　原告らは、平成21年７月29日、米国において平成20年８月１日にされた特許出願（本件基礎出願）に基
づく優先権を主張する申立てを伴い、発明の名称を「第ＦＶＩＩＩ因子ポリマー結合体」とする国際出願
をし、その後、国内移行の手続をとった（特願2011－521284号（本願））が、拒絶査定を受けたので、こ
れに対する不服の審判を請求した（不服2015－10108号）。
　特許庁は、原告らは本件基礎出願に基づく優先権を有するとは認められないところ、本願発明は、米
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国特許出願公開第2009／0076237号明細書に記載された発明であるから、特許を受けることができない、
との理由で請求不成立の審決をした。
　本願の優先権主張について、特許協力条約規則17．１（ａ）、（ｂ）及び（ｂの２）の要件のいずれも満
たされないこと、並びに、ＪＰＯが、国内書面提出期間が満了する日後２月以内に原告らに優先権書類
を提出する機会（特許法施行規則38条の14）を与えたが、原告らは、その期間内に優先権書類を提出しな
かったことについて、当事者間に争いがない。
　争点は、本願は、特許協力条約規則17．１（ｄ）にいう、指定官庁が実施細則に定めるところにより優
先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当たらないから、ＪＰＯは、同規則17．１（ｃ）により、本
件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができる、とした判断の誤りの有無である。

判示事項

１　優先権主張の手続
特許協力条約の規定に基づく国際特許出願について、優先権を主張する場合、出願人は、原則とし

て、優先日から16か月以内に、優先権書類を国際事務局又は受理官庁に提出しなければならない（特
許協力条約規則17．１（ａ））。この手続に代えて、一定の条件が満たされた場合においては、出願人は、
優先日から16か月以内に、受理官庁に対し、優先権書類を作成し国際事務局に送付するよう請求するか、
国際事務局に対し、優先権書類を電子図書館から入手するよう請求するなどしなければならない（同
規則17．１（ｂ）（ｂの２））。

出願人が、これらの手続を採らない場合、指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に出願人に優先
権書類を提出する機会を与えた上で、優先権の主張を無視することができる（特許協力条約規則17．
１（ｃ））。ただし、指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能
な場合などは、指定官庁は、同規則17．１（ｃ）の規定により優先権の主張を無視することはできない

（同規則17．１（ｄ））。
２　特許協力条約規則17．１（ｃ）（ｄ）該当性

原告らは、ＪＰＯが、本願について、特許協力条約実施細則715（ａ）の定めるところにより本件基
礎出願に基づく優先権書類を電子図書館から入手可能であるとみなされることをもって、特許協力条
約規則17．１（ｄ）にいう、指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入
手可能な場合に当たるから、ＪＰＯは、同規則17．１（ｄ）により、本件基礎出願に基づく優先権の主
張を無視することができない旨主張する。
２．１　特許協力条約実施細則の定め

しかし、まず、本件基礎出願の出願日（優先日）から16か月後の平成21年12月１日時点において効
力を有する特許協力条約実施細則には、電子図書館に関する規定は存在しない。したがって、本願
について、ＪＰＯは、「実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能」では
ないから、特許協力条約規則17．１（ｄ）により、本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視するこ
とができないということはできない。そうすると、ＪＰＯは、同規則17．１（ｃ）により、相当の期
間内に原告らに優先権書類を提出する機会を与えた上で、優先権の主張を無視することができると
ころ、原告らが、特許法施行規則38条の14に規定する期間内に、優先権書類を提出していないこと
は当事者間に争いがない。

よって、ＪＰＯは、特許協力条約規則17．１（ｃ）により、本件基礎出願に基づく優先権の主張を
無視することができる。

２．２　特許協力条約実施細則715（ａ）の事後的な充足
特許協力条約実施細則715は、本件基礎出願の出願日の16か月後である平成21年12月１日時点にお


